
西条市立周桑病院

放課後児童クラブ

医
師
の
確
保
を
目
的
と
し

て
、
平
成
25
年
度
よ
り
実

施
し
て
い
る
医
師
確
保
奨
学
金
貸

付
制
度
は
、
年
間
数
件
の
問
い
合

わ
せ
は
あ
っ
た
も
の
の
、
現
在
の

と
こ
ろ
貸
し
付
け
に
は
至
っ
て
い

な
い
。

　

貸
付
制
度
の
周
知
に
つ
い
て
は
、

全
国
の
医
学
部
を
有
す
る
大
学
並

び
に
愛
媛
県
内
の
普
通
科
を
有
す

る
高
校
に
制
度
の
チ
ラ
シ
を
郵
送

す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

の
掲
載
を
行
っ
て
い
る
。
更
に
、

平
成
26
年
度
は
、
地
元
の
高
校
に

加
え
、
近
隣
市
の
高
校
へ
も
直
接

訪
問
し
、
制
度
の
説
明
を
行
っ
て

き
た
。
ま
た
、
市
内
の
奨
学
金
貸

付
団
体
へ
も
出
向
き
、
奨
学
生
へ

の
制
度
周
知
に
つ
い
て
依
頼
を
行

っ
て
い
る
。
今
後
の
対
策
と
し
て
、

現
在
の
医
師
確
保
奨
学
金
制
度
は
、

医
学
部
在
学
中
の
学
生
を
対
象
と

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貸
付
対
象

の
拡
大
も
視
野
に
入
れ
、
制
度
を

活
か
し
、
将
来
の
地
域
医
療
を
担

う
人
材
を
育
成
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。

　

市
内
６
病
院
の
輪
番
制
で
実
施

し
て
い
る
２
次
救
急
医
療
に
つ
い

て
は
、
医
師
不
足
に
加
え
、
軽
症

患
者
に
よ
る
安
易
な
救
急
自
動
車

の
利
用
や
、
い
わ
ゆ
る
コ
ン
ビ
ニ

受
診
に
よ
り
、
医
師
は
過
重
労
働

を
強
い
ら
れ
て
お
り
、
救
急
医
療

の
現
場
は
危
機
的
な
状
況
に
あ
る

と
認
識
し
て
い
る
。

児
童
に
と
っ
て
、
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
は
、
授
業
終

了
後
の
重
要
な
生
活
の
場
と
な
っ

て
い
る
た
め
、
快
適
な
生
活
空
間

を
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

平
成
27
年
４
月
か
ら
保
護
者
負
担

金
が
必
要
と
な
る
が
、
負
担
金
の

徴
収
に
伴
い
環
境
面
の
整
備
な
ど
、

今
後
、
ど
の
よ
う
に
充
実
し
改
善

し
て
い
く
の
か
。

　

ま
た
、
不
審
者
対
策
や
災
害
時

の
避
難
訓
練
な
ど
、
危
機
管
理
面

に
お
け
る
現
状
と
今
後
の
計
画
に

つ
い
て
問
う
。

現
在
、
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
に
求
め
ら
れ
る
環
境
と

し
て
、
基
本
的
な
生
活
場
所
で
あ

る
プ
レ
イ
ル
ー
ム
の
ほ
か
、
畳
敷

き
の
静
養
ス
ペ
ー
ス
、
屋
外
で
遊

ぶ
た
め
の
庭
、
手
洗
い
や
う
が
い

の
た
め
の
洗
い
場
、
男
女
別
の
ト

イ
レ
、
快
適
な
室
温
管
理
の
た
め

の
エ
ア
コ
ン
な
ど
が
あ
る
が
、
今

後
、
保
護
者
負
担
金
の
徴
収
に
伴

い
環
境
整
備
を
更
に
充
実
さ
せ
、

児
童
の
健
全
育
成
に
努
め
た
い
と

考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
施
設
の
専
用
面
積
に
つ

い
て
は
、
条
例
の
規
定
に
よ
り
、

児
童
１
人
に
つ
き
、お
お
む
ね
１
・

65
平
方
メ
ー
ト
ル
と
い
う
基
準
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。
現
状
及
び
将

来
推
計
に
お
い
て
、
児
童
１
人
に

対
す
る
専
用
面
積
が
特
に
狭
小
で

あ
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
プ
レ
ハ

ブ
教
室
の
リ
ー
ス
契
約
に
よ
り
施

設
の
拡
充
を
図
っ
て
い
く
予
定
と

し
て
い
る
。

　

不
審
者
対
策
に
つ
い
て
は
、
現

在
、
不
審
者
情
報
を
各
児
童
ク
ラ

ブ
へ
周
知
す
る
と
と
も
に
、
異
常

通
報
装
置
の
設
置
な
ど
に
よ
り
実

施
し
て
い
る
が
、
今
後
は
、
更
に

指
導
員
の
対
応
訓
練
の
実
施
、
警

察
や
地
域
の
関
係
機
関
と
の
連
携

に
よ
る
パ
ト
ロ
ー
ル
及
び
見
守
り

活
動
の
実
施
な
ど
を
行
い
、
利
用

児
童
の
安
全
確
保
体
制
を
整
え
た

い
と
考
え
て
い
る
。

　

災
害
対
策
と
し
て
の
避
難
訓
練

の
実
施
つ
い
て
は
、
西
条
市
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
に
よ
り
、
定
期
的
な
実
施
を

義
務
付
け
て
い
る
。
現
在
、
小
学

校
で
は
、
災
害
等
の
発
生
に
備
え

て
避
難
訓
練
や
児
童
の
引
き
渡
し

訓
練
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、

各
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
い
て
は
、
訓

練
実
施
の
有
無
及
び
対
応
が
施
設

ご
と
に
異
な
る
現
状
に
あ
る
た
め
、

今
後
は
、
災
害
対
策
の
た
め
の
計

画
や
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、

こ
れ
に
基
づ
く
訓
練
を
定
期
的
に

実
施
す
る
と
と
も
に
、
消
防
法
そ

の
他
関
係
法
令
の
定
め
に
従
い
、

設
備
の
更
新
及
び
充
実
を
図
っ
て

い
き
た
い
。

現
在
、
日
本
の
農
業
就
業

者
の
60
パ
ー
セ
ン
ト
は
65

歳
以
上
で
、
35
歳
未
満
は
僅
か
５

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
今
後
、
更

に
農
業
就
業
者
の
高
齢
化
が
進
む

と
予
測
さ
れ
る
中
、
本
市
で
は
、

周
桑
平
野
で
ほ
場
整
備
事
業
が
実

施
さ
れ
る
な
ど
、
農
業
環
境
の
改

善
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
整
備
さ

れ
た
農
地
を
誰
が
管
理
し
、
有
効

活
用
し
て
い
く
の
か
、
農
業
の
担

い
手
不
足
は
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。

　

本
市
の
基
幹
的
農
業
従
事
者
数

な
ど
、
農
家
の
現
状
及
び
農
業
後

継
者
、
新
規
就
農
者
を
確
保
す
る

た
め
の
取
組
に
つ
い
て
問
う
。

6さいじょう市議会だより平成27年２月１日

環
境
整
備
の
充
実
を
！

　
　

 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

答

答

農
業
の
担
い
手

 

確
保
の
た
め
の
取
組
は
？


